
『
楊
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
三
国
伝
記
』
の
位
置

小
　
椋
　
愛
　
子

は
じ
め
に

　
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
経
典
、
漢
籍
、
軍
記
物
語
、
説
話
集
、
歌
論
集
な
ど
、
様
々
な
書
物
か
ら
説
話
を
引
い
て
お
り
、
　
『
楊
鴫
暁
筆
』
中

の
説
話
の
大
部
分
が
、
典
拠
を
持
つ
。
そ
の
中
で
、
和
書
で
は
『
三
国
伝
記
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
が
比
較
的
多
い
。
市
古
貞
次
氏
は
、
『
楊

鴫
暁
筆
』
（
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
）
の
解
説
で
、
各
説
話
の
出
典
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
（
国
内
の
説
話
に
つ
い
て
は
）
「
『
平

家
物
語
』
　
（
盛
衰
記
を
含
む
）
一
七
、
　
『
太
平
記
』
一
四
、
　
『
無
名
抄
』
一
四
、
『
三
国
伝
記
』
＝
二
、
　
『
井
蛙
抄
』
一
二
等
の
順
で
あ
る

と
し
、
ま
た
、
翻
訳
、
翻
案
の
文
学
と
し
て
、
室
町
初
期
に
は
『
三
国
伝
記
』
が
あ
り
、
　
「
本
書
は
、
　
『
三
国
伝
記
』
か
ら
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
採
っ
た
も
の
が
、
＝
二
編
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
は
著
し
い
」
と
し
て
い
る
。

　
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
　
『
三
国
伝
記
』
か
ら
、
直
接
採
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
市
古
氏
が
指
摘
さ
れ
た
他
に
も
見
出
さ

れ
、
ま
た
、
説
話
の
一
部
分
の
み
を
採
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
（
次
の
表
は
市
古
氏
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
）
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『
楊
鴫
暁
筆
』

『
三
国
伝
記
』

①
巻
二
・
第
六
「
戒
日
大
王
」

巻
四
・
第
四
「
戒
日
大
王
施
行
ノ
事
」

②
巻
二
・
第
十
「
夏
禺
王
」

巻
七
・
第
十
一
「
夏
禺
王
事
防
風
氏
無
礼
事
」
・
巻
一
・
第
五
「
三
皇
五
帝
事
指
南
車
事
」

③
巻
二
・
第
十
一
「
唐
太
宗
皇
帝
」

巻
十
一
・
第
八
「
唐
太
宗
皇
帝
事
」



④
巻
三
・
（
四
）
　
「
宣
王
后
」

巻
八
・
第
二
十
⊥
ハ
「
斉
宣
王
后
無
塩
女
事
」

⑤
巻
三
・
（
五
）
　
「
聖
武
后
」

巻
二
・
第
二
十
一
「
光
明
皇
后
ノ
事
」

⑥
巻
三
・
（
八
）
「
弘
寅
」

巻
二
・
二
十
　
「
衛
ノ
慾
公
事
」

⑦
巻
五
・
第
一
「
天
台
」

巻
二
・
第
十
一
「
天
台
大
師
事
」

⑧
巻
七
・
第
一
「
後
漢
明
帝
」

巻
九
・
第
二
「
漢
朝
仏
法
渡
始
事
」

⑨
巻
八
・
第
一
「
聖
徳
太
子
」

巻
一
・
第
三
「
聖
徳
太
子
事
」

⑩
巻
八
・
第
二
「
伝
教
大
師
」

巻
六
・
第
七
「
富
楼
那
尊
者
事
」

⑪
巻
九
・
第
三
「
膳
手
后
妃
」

巻
十
・
第
三
「
膳
手
之
后
妃
事
」

⑫
巻
九
・
第
四
「
斉
関
王
」

第
十
・
第
二
「
採
桑
女
成
二
関
王
后
一
事
」

⑬
巻
九
・
第
五
「
天
竺
王
后
」

巻
十
・
第
四
「
摩
詞
提
国
貧
女
成
レ
后
事
孝
行
事
」

⑭
巻
九
・
（
六
）
　
「
江
口
長
者
」

巻
十
一
・
第
六
「
江
口
室
之
長
者
事
書
写
性
空
上
人
拝
普
賢
一
事
」

⑮
巻
九
・
第
九
「
末
利
夫
人
」

巻
三
・
第
十
九
「
末
利
夫
人
酒
。
勧
王
順
止
給
事
」

⑯
巻
九
・
第
十
「
往
昔
皇
后
」

巻
三
・
第
十
九
「
末
利
夫
人
酒
ヲ
勧
王
蹟
止
給
事
」

⑰
巻
九
・
第
十
二
「
穆
王
駿
馬
」

巻
一
・
第
十
四
「
周
穆
王
到
二
霊
山
一
事
明
二
彰
祖
仙
こ
　
　
　
　
　
　
＊
1

⑬
巻
九
・
第
十
四
「
犬
神
明
神
」

巻
二
・
第
十
八
「
不
知
池
河
［
辺
］
狩
人
事
犬
神
明
神
本
跡
也
」

⑲
巻
九
・
第
十
六
「
山
陰
中
納
言
亀
」

巻
七
・
第
二
十
七
「
山
蔭
中
納
言
惣
持
寺
建
立
ノ
事
観
音
利
生
之
事
」

⑳
巻
九
・
第
十
九
「
小
野
小
町
首
」

巻
十
二
・
第
六
「
小
野
小
町
盛
衰
事
」

⑳
巻
十
・
第
九
「
買
知
恵
漢
公
」

巻
一
・
第
二
十
九
「
或
ル
人
買
二
知
恵
↓
事
明
思
案
，
再
事
」

⑫
巻
十
・
第
十
八
「
老
聴
氏
」

巻
十
二
・
第
十
七
「
老
子
事
」

⑳
巻
十
・
第
三
十
四
コ
角
仙
人
」

巻
二
・
第
二
十
八
＝
角
仙
人
事
明
〔
仇
〕
麗
，
陀
深
事
一
也
」

⑳
巻
十
三
・
第
五
「
肥
後
国
女
」

巻
二
・
第
二
十
七
「
信
濃
国
遁
世
者
往
生
事
説
一
魔
障
，
妨
つ
也
」

⑳
巻
十
三
・
第
十
「
橘
虫
」

巻
三
・
第
二
十
一
「
老
尼
死
後
橘
．
虫
ト
成
事
」
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
2

⑳
巻
十
六
・
第
七
「
干
将
剣
」

巻
十
一
・
第
十
七
「
眉
間
尺
事
干
将
莫
耶
劔
，
事
」
　
　
　
　
　
　
　
＊
3
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⑳
巻
十
七
・
第
十
「
和
氏
玉
」

巻
二
・
第
五
「
和
氏
連
城
壁
事
付
簡
相
如
高
名
，
事
」
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
4

⑳
巻
二
十
三
・
「
南
天
鉄
腹
外
道
」

巻
十
・
第
七
「
鉄
腹
外
道
事
」

⑳
巻
二
十
三
「
離
波
多
」

巻
十
一
・
第
十
六
「
離
波
多
事
」

⑳
巻
二
十
三
「
酔
狂
成
沙
門
」

巻
五
・
第
十
三
「
酔
狂
ノ
婆
羅
門
成
二
比
丘
ヨ
事
述
出
家
結
縁
一
也
」

⑪
巻
二
十
三
「
蓮
花
女
」

巻
七
・
第
十
九
「
昔
の
蓮
花
女
今
マ
得
二
羅
漢
果
↓
後
勧
二
出
家
ノ
縁
↓
事
」

⑫
巻
二
十
三
「
大
天
逆
罪
」

巻
三
・
第
二
十
八
「
摩
詞
提
婆
悪
行
事
」

　
※
⑨
は
、
市
古
氏
が
、
『
三
国
伝
記
』
を
出
典
と
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
の
関
係
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
⑧
⑰
は
、
『
太
平
記
』
を
出
典

と
さ
れ
て
い
る
が
、
　
『
三
国
伝
記
』
の
方
が
近
い
と
思
わ
れ
る
。
＊
1
、
3
、
4
の
原
典
は
『
太
平
記
』
、
＊
2
は
『
発
心
集
』
で
あ
る
。

（
表
は
類
話
・
関
連
話
を
も
含
む
）

　
『
三
国
伝
記
』
と
、
直
接
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、
二
十
例
あ
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
『
三
国
伝
記
』
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
三
国
伝
記
』
か
ら
直
接
採
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
さ
ら
に
、
そ
の
『
三
国
伝
記
』
の
出
典
が
、
『
太
平
記
』
や
『
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
リ

心
集
』
の
場
合
が
あ
る
。
　
『
太
平
記
』
や
『
発
心
集
』
か
ら
と
り
な
が
ら
、
　
『
三
国
伝
記
』
に
同
話
が
あ
る
場
合
、
　
『
三
国
伝
記
』
か
ら

採
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
三
国
伝
記
』
を
多
く
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
、
『
三
国
伝
記
』
を
重
要
視
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
三
国
伝
記
』
は
、
集
の
構
成
に
斬
新
さ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
説
話
自
体
は
、
出
典
の
域
を
出
る
も
の
が
な
く
、
評
価
は
高
く
は
な

い
。
し
か
し
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
そ
の
『
三
国
伝
記
』
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
三
国
伝
記
』
が
原
典
を
忠
実
に
引
く
も
の
と
し
て
、

資
料
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
、
経
典
・
漢
籍
を
引
く
の
に
、
末
尾
に
出
典
明

記
を
す
る
場
合
が
多
い
が
、
和
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
典
を
明
記
し
な
い
。
但
し
、
一
例
の
み
日
本
の
書
物
の
出
典
を
明
記
す
る
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
が
『
三
国
伝
記
』
巻
二
十
三
「
離
波
多
」
で
あ
る
。
　
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
編
者
に
と
っ
て
『
三
国
伝
記
』
は
、
他
の
説
話
集
と
異

な
る
扱
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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二
、
　
『
楊
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
三
国
伝
記
』
の
受
容

　
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
一
説
話
全
て
を
『
三
国
伝
記
』
に
拠
っ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ
り
、
『
三
国
伝
記
』
の
重
要
視
を
示
し
て
い
る
。
本
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

で
は
、
一
話
の
内
の
大
部
分
を
『
太
平
記
』
、
『
発
心
集
』
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
一
部
分
に
『
三
国
伝
記
』
を
採
っ
て
い
る
例
を
見
て

い
く
。

　
　
　
1
、
巻
三
「
諸
葛
孔
明
付
仲
達
」
の
例

　
こ
れ
は
、
　
〃
孔
明
”
が
、
蜀
の
劉
備
に
丁
重
に
迎
え
ら
れ
て
か
ら
、
蜀
の
軍
師
と
し
て
活
躍
し
た
様
子
、
蜀
の
命
運
を
か
け
た
五
丈
原
の

戦
い
を
中
心
に
描
い
た
話
で
あ
る
。
　
“
孔
明
”
を
主
と
し
な
が
ら
も
、
相
戦
う
“
仲
達
”
を
も
、
公
平
な
視
点
で
描
く
。

　
大
部
分
の
典
拠
は
『
太
平
記
』
巻
二
十
「
斎
藤
七
郎
入
道
献
占
　
義
貞
夢
事
」
。
『
太
平
記
』
諸
本
の
内
、
本
文
の
近
さ
か
ら
、
と
り
あ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ず
「
梵
舜
本
」
を
用
い
る
。
ほ
ぼ
、
同
文
を
採
る
が
、
そ
の
中
で
も
異
同
の
大
き
い
も
の
を
中
心
に
あ
げ
て
み
る
。

　
ま
ず
、
冒
頭
、
魏
、
呉
、
蜀
の
三
国
並
立
の
様
子
を

　
　
其
故
ハ
昔
宋
朝
二
呉
ノ
孫
権
蜀
ノ
劉
備
魏
曹
操
ト
云
シ
人
　
支
那
四
百
州
ヲ
三
二
分
テ
是
ヲ
保
ツ
　
其
志
皆
ニ
ツ
一
二
併
セ
ン
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
む
か
し
閣
》
、
呉
孫
権
、
蜀
劉
備
、
魏
曹
操
と
て
．
ヨ
刈
あ
り
。
刮
N
を
三
に
分
て
是
を
保
に
、
其
志
皆
二
世
を
亡
し
て
一
に

　
　
井
せ
ん
と
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
傍
線
部
分
「
宋
朝
」
を
、
「
漢
の
世
滅
て
後
」
と
改
め
、
説
明
す
る
。
関
係
す
る
人
を
「
三
人
」
と
明
記
し
、
「
支
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ソ

四
百
州
」
を
、
「
天
下
」
と
、
簡
潔
に
ま
と
め
る
。
　
そ
し
て
、
魏
の
曹
操
、
呉
の
孫
権
、
蜀
の
劉
備
の
人
と
な
り
を
述
べ
る
。
孫
権
、
劉
備

は
、
ほ
ぼ
同
文
を
採
る
が
、
孫
権
の
箇
所
は
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孫
権
ハ
弛
張
時
有
テ
施
ヲ
普
ク
シ
衆
ヲ
撫
シ
カ
バ
国
ヲ
賊
シ
郡
ヲ
掠
ル
者
競
集
テ
邪
マ
ニ
帝
都
ヲ
侵
奪
ヘ
リ
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
孫
権
は
施
張
時
有
て
、
恵
み
を
普
く
し
、
衆
国
郡
を
か
す
め
、
帝
都
を
う
ば
は
ん
と
す
る
も
の
な
し
。
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
文
意
の
通
じ
な
い
箇
所
を
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
正
す
。
こ
の
箇
所
は
、
『
太
平
記
』
諸
本
の
い
ず
れ
も
文
意
が
通

じ
な
い
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
編
者
が
一
種
の
解
釈
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
遜
色
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
、
劉
備

が
“
孔
明
”
を
む
か
え
る
場
面
、

　
　
其
比
諸
葛
孔
明
ト
云
賢
人
世
ヲ
背
テ
南
陽
ニ
ア
リ
劉
備
是
力
賢
ナ
ル
ヲ
聞
テ
幣
ヲ
重
ン
シ
礼
ヲ
厚
シ
テ
召
レ
ケ
レ
共
孔
明
敢
テ
勅
二

　
　
鷹
セ
ス
只
澗
飲
巌
栖
ニ
シ
テ
生
涯
ヲ
断
送
セ
ン
事
ヲ
楽
ム
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
其
頃
諸
葛
孔
明
と
云
賢
人
、
世
を
背
て
南
陽
山
の
中
に
あ
り
。
　
劉
備
こ
れ
が
賢
を
聞
給
て
幣
を
重
し
例
を
厚
し
て
め
し
け
れ
共
、
孔

　
　
明
あ
へ
て
勅
に
応
ぜ
ず
。
た
．
・
澗
飲
岩
栖
に
し
て
生
涯
を
断
送
せ
ん
こ
と
を
た
の
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
全
く
同
文
を
採
っ
た
あ
と
の
、
い
わ
ゆ
る
三
顧
の
礼
の
場
面
、

　
　
劉
備
三
タ
ヒ
彼
草
盧
ノ
中
へ
坐
シ
テ
宣
ピ
ケ
ル
ハ
朕
不
肖
ノ
身
ヲ
以
テ
天
下
ノ
泰
平
ヲ
望
ム
全
ク
身
ヲ
安
ン
シ
欲
ヲ
恣
ニ
セ
ン
ト

　
マ
マニ

悲
ス
只
道
ノ
塗
炭
ニ
ヲ
チ
民
ノ
溝
墾
二
填
ヌ
ル
事
ヲ
救
ハ
ム
為
ノ
ミ
也
公
モ
良
佐
ノ
才
ヲ
出
シ
テ
朕
力
中
心
ヲ
輔
ケ
ラ
レ
ハ
残
勝

　
　
ー
夫
石
ヲ
枕
ニ
シ
泉
二
噺
テ
幽
栖
ヲ
楽
ム
ハ
一
身
ノ
為
也
国
ヲ
治
メ
民
ヲ
利
シ
テ
大
化

　
　
ヲ
致
サ
ム
ハ
万
人
ノ
為
也
ト
誠
ヲ
尽
シ
理
ヲ
究
メ
テ
宣
ピ
ケ
レ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
劉
備
か
れ
が
草
盧
の
中
へ
三
度
お
は
し
て
宣
ひ
け
る
は
「
朕
不
肖
の
身
を
も
て
天
下
の
泰
平
を
望
事
、
全
く
身
を
安
じ
心
ざ
し
を
恣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
せ
ん
と
に
は
侍
ら
ず
。
唯
国
を
治
メ
民
を
利
て
大
化
を
致
さ
ん
は
万
民
の
為
な
り
。
夫
石
を
枕
と
し
泉
に
漱
で
幽
源
を
た
の
し
む
は
一

　
　
身
の
為
也
」
と
誠
を
尽
し
理
を
究
て
宣
ひ
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
し
て
、
傍
線
部
分
は
採
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
前
の
劉
備
の
天
下
の
泰
平
を
願
う
理
由
の
例
証
で
あ
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
例
証
を
省
き
、
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簡
潔
に
前
文
の
「
朕
不
肖
の
身
を
も
て
天
下
の
泰
平
を
望
事
、
全
く
身
を
安
じ
心
ざ
し
を
恣
に
せ
ん
と
に
は
侍
ら
ず
。
」
を
以
て
結
論
と
す
る
。

そ
し
て
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
「
唯
国
を
治
メ
民
を
利
て
大
化
を
致
さ
ん
は
万
民
の
為
な
り
。
」
を
、
「
夫
石
を
枕
と
し
：
・
」
の
前
に
置
き
、
結

論
を
先
に
述
べ
る
。
『
太
平
記
』
と
は
、
語
順
を
逆
に
す
る
。
し
か
し
、
語
順
を
か
え
る
も
の
の
、
語
彙
、
文
章
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
『
太

平
記
』
に
忠
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
、
「
五
丈
原
」
の
戦
い
、
“
孔
明
”
と
、
“
司
馬
仲
達
”
の
戦
い
の

場
面
に
な
る
。
こ
こ
で
、
大
き
く
異
な
る
の
は
、
日
数
で
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
「
魏
蜀
の
兵
、
河
を
隔
て
相
支
事
一
百
余
日
」
、
『
太
平
記
』

は
、
「
魏
蜀
ノ
兵
河
ヲ
隔
テ
相
支
ル
事
五
十
余
日
」
と
す
る
。
仲
達
は
、
孔
明
が
、
あ
ま
り
に
理
想
的
で
あ
る
事
を
聞
き
、
そ
れ
で
は
、
体

が
持
た
な
い
だ
ろ
う
と
、
孔
明
が
体
調
を
崩
す
の
を
じ
っ
と
待
つ
。
果
た
し
て
孔
明
は
、
病
に
な
り
、
七
日
し
て
、
惟
幕
の
中
で
亡
く
な
る
。

蜀
の
兵
ら
は
、
魏
に
知
れ
る
事
を
憧
れ
て
、
孔
明
の
死
ん
だ
こ
と
を
隠
し
て
、
攻
め
入
る
。

　
　
仲
達
ハ
元
来
戦
ヲ
以
テ
ハ
蜀
ノ
兵
二
勝
事
ヲ
得
シ
ト
思
ケ
レ
ハ
　
一
戦
ヲ
モ
不
・
致
馬
二
鞭
ヲ
打
テ
走
事
五
十
里
ニ
シ
テ
止
ル
今
ノ
世

　
　
俗
ノ
諺
二
死
セ
ル
孔
明
走
三
）
生
仲
達
↓
ト
云
ハ
是
ヲ
欺
ル
詞
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
仲
達
は
も
と
よ
り
戦
を
も
て
蜀
の
軍
に
か
た
じ
と
お
も
ひ
け
れ
ば
、
一
戦
に
及
ば
ず
馬
に
鞭
打
て
走
る
事
五
十
里
、
さ
て
こ
そ
世
俗
の

　
　
諺
に
、
死
す
る
孔
明
生
る
仲
達
を
走
す
と
い
ふ
事
は
、
是
を
欺
る
詞
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
、
同
文
で
引
き
、
こ
こ
ま
で
は
、
『
太
平
記
』
に
よ
る
。
し
か
し
、
続
く
「
さ
れ
ば
劉
備
が
：
・
」
か
ら
〔
：
九
核
に
お
ち

け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。
」
ま
で
は
、
『
三
国
伝
記
』
巻
十
二
・
第
十
四
「
［
諸
］
葛
亮
孔
明
事
」
を
引
く
。
こ
の
『
三
国
伝
記
』
の
説
話
は
、

『
太
平
記
』
と
直
接
の
関
連
が
な
い
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
編
者
が
、
　
“
孔
明
”
説
話
の
類
話
を
『
三
国
伝
記
』
に
求
め
た
例
と
い
え
る
。

　
　
難
レ
然
ト
、
亮
，
劉
備
ノ
感
い
一
垂
⇒
　
三
顧
三
到
ノ
志
一
、
欲
レ
　
⊃
ト
七
檎
七
〃
ノ
忠
一
。
帥
⊇
ア
十
万
軍
↓
五
丈
原
ト
云
所
二
張
レ
陣
ヲ
、

　
　
与
二
司
宣
王
一
相
対
．
一
ア
為
二
合
戦
一
。
亮
ハ
威
徳
共
二
盛
ナ
ル
将
軍
ナ
ル
故
二
綴
蝶
鎌
送
レ
共
敵
ノ
兵
惣
而
不
レ
戦
。
亮
ハ
速
二
戦
ア
欲
レ
ス
れ
ど
も
決
二

ン
ト
、
雌
雄
一
不
レ
叶
ハ
。
剰
サ
へ
亮
病
ン
一
ア
死
ン
ト
ス
ル
時
ノ
前
兆
二
、
天
二
有
ゴ
大
流
星
一
自
二
東
北
一
流
ユ
西
南
＝
、
孔
明
ガ
陣
ノ
中
二
落
ヌ
。
空
ク
軍

中
二
死
セ
シ
コ
ト
自
レ
古
至
防
今
為
二
遺
恨
斗
。
長
星
不
下
為
三
英
雄
つ
駐
上
、
半
夜
二
流
け
光
ヲ
落
～
一
九
堺
＝
ケ
ル
事
コ
ソ
不
思
議
ナ
レ
ト
云
云
。
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（
『
一
二
国
伝
記
』
）

　
　
さ
れ
ば
劉
備
が
三
顧
三
到
の
心
ざ
し
を
た
れ
し
を
感
じ
、
明
は
七
檎
七
縦
の
忠
を
報
ぜ
ん
と
せ
し
か
共
、
空
し
く
軍
中
に
し
て
死
せ
し

　
　
事
、
い
に
し
へ
よ
り
今
に
至
る
迄
、
遺
恨
と
す
。
長
星
英
雄
の
為
に
と
“
ま
ら
ず
、
半
夜
光
を
流
し
て
九
咳
に
お
ち
け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ

　
　
な
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
『
三
国
伝
記
』
の
傍
線
部
分
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
形
で
採
る
。
傍
線
部
分
は
、
“
孔
明
”
に
対
す
る
人
物
評
価
、
孔
明

の
死
を
惜
し
む
人
々
の
思
い
で
、
か
つ
、
対
句
の
表
現
形
態
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
評
は
、
『
太
平
記
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
『
太
平
記
』

と
同
材
の
説
話
を
探
し
、
そ
こ
か
ら
五
丈
原
の
戦
い
の
事
柄
、
事
例
で
は
な
く
、
心
情
、
評
を
引
き
、
『
太
平
記
』
と
重
複
し
な
い
形
に
す
る
。

そ
し
て
、
『
太
平
記
』
は
、
“
孔
明
”
、
“
仲
達
”
の
い
ず
れ
も
同
等
に
描
く
が
、
戦
に
勝
っ
た
点
で
“
仲
達
”
が
勝
っ
て
い
た
と
も
読
み
と

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
こ
こ
で
“
孔
明
”
を
主
と
し
て
描
く
『
三
国
伝
記
』
の
説
話
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
“
孔
明
”

に
重
き
を
お
く
形
と
な
る
。
『
太
平
記
』
と
趣
を
異
に
す
る
。
ま
た
、
傍
線
部
分
の
対
の
表
現
は
『
三
国
伝
記
』
が
好
ん
だ
表
現
で
あ
る
こ
と

も
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
以
後
、
改
め
て
『
太
平
記
』
か
ら
採
る
。
『
太
平
記
』
本
文
は
、
『
三
国
伝
記
』
を
引
く
前
の
「
今
ノ
世
俗
ノ
諺
二
死
セ
ル
孔
明
走
三
）
生

仲
達
つ
ト
云
ハ
是
ヲ
欺
ル
詞
也
」
の
す
ぐ
次
に
続
く
。

　
　
軍
散
シ
テ
後
蜀
ノ
兵
孔
明
力
死
ス
ル
事
ヲ
聞
テ
皆
仲
達
ニ
ソ
降
リ
ケ
ル
夫
ヨ
リ
蜀
遂
二
滅
ヒ
テ
魏
天
下
ヲ
一
ニ
セ
リ
：
（
以
下
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
記
』
）

　
　
軍
散
じ
て
後
、
蜀
の
兵
明
が
死
せ
し
事
を
聞
、
皆
仲
達
に
降
け
り
。
夫
よ
り
蜀
遂
に
滅
て
魏
天
下
を
一
に
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
話
の
末
尾
ま
で
は
ぼ
同
文
を
引
く
。

　
以
上
、
こ
の
話
は
、
市
古
氏
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、
『
太
平
記
』
を
典
拠
と
し
な
が
ら
、
途
中
、
『
三
国
伝
記
』
の
表
現
を
用
い
る
。
そ
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し
て
『
三
国
伝
記
』
で
は
「
五
条
原
」
の
戦
い
の
事
例
で
は
な
く
、
孔
明
の
心
情
を
慮
っ
た
感
想
・
評
を
採
り
、
そ
の
部
分
が
、
対
の
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
あ
り
、
漢
詩
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
『
三
国
伝
記
』
は
、
文
飾
、
「
修
辞
」
に
特
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
編
者
が
、
『
三
国
伝
記
』
の
あ
り
方
に
共
感
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
『
三

国
伝
記
』
の
説
話
は
、
『
太
平
記
』
と
同
じ
主
人
公
の
一
代
記
の
関
連
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
関
連
話
を
探
し
て
加
え
る
こ
と
は
、
『
楊
鴫

暁
筆
』
の
説
話
を
考
証
し
、
追
究
す
る
姿
勢
に
通
じ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
本
文
末
尾
の
「
別
記
文
」
、
「
私
云
、
魏
第
五
主
元
帝
御
宇
、
景
元

四
年
　
未
年
、
蜀
第
二
主
安
楽
思
公
炎
興
元
年
に
あ
た
れ
り
。
此
年
魏
王
減
蜀
王
次
年
魏
威
照
元
年
申
申
年
魏
王
禅
位
干
晋
云
々
。
」
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
が
、
五
丈
原
で
の
戦
い
の
日
数
を
、
　
　
　
　
　
ー
s
’
　
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
轟
活
徐
泊
と
異
に
す
る
。
『
三
国

伝
記
』
は
、
翻
余
昆
と
し
て
お
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
こ
れ
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
三
国
伝
記
』
は
一
部
分
し
か
採
ら
な
い
も
の
の
、
そ

の
説
を
信
じ
た
も
の
か
。
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2
、
巻
十
三
・
怨
念
・
第
五
「
肥
後
国
女
」
の
例

　
こ
れ
は
、
始
め
は
清
ら
か
で
あ
っ
た
僧
が
妻
を
迎
え
、
非
難
さ
れ
て
い
た
が
、
臨
終
の
際
に
は
、
妻
を
一
切
近
づ
け
ず
、
見
事
に
往
生
し
、

僧
の
妻
帯
が
、
　
”
偽
悪
”
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
古
氏
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
本
文
中
に
、

「
往
生
伝
に
は
康
平
の
比
と
し
る
せ
り
と
長
明
は
書
け
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
発
心
集
』
巻
四
・
第
五
「
肥
州
の
僧
、
妻
、
魔
と
為
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

悪
縁
を
恐
る
べ
き
事
」
を
典
拠
と
す
る
。
比
較
す
る
と
、
大
部
分
を
『
発
心
集
』
に
拠
る
。
こ
の
説
話
は
、
前
稿
で
、
「
別
記
文
」
の
意
味
を
考
え

た
際
に
ふ
れ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
述
べ
る
。
冒
頭
、
『
発
心
集
』
か
ら
、
同
文
を
採
り
、
次
に
妻
帯
し
た
様
子
を
描
く
。
そ
の
部
分
が

異
な
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
、

ふ
る
き
枕
の
上
に
は
借
老
の
契
約
よ
り
ふ
か
く
、
　
の
哀
の
下
に
は
同
穴
の
泥
言
こ
ま
や
か
な
り
。

（『

k
鴫
暁
筆
』
）



と
、
仲
が
良
い
様
子
を
描
く
が
、
こ
の
部
分
は
、
『
発
心
集
』
に
は
な
く
、
『
発
心
集
』
は

　
　
か
か
れ
ど
、
な
ほ
後
世
の
事
を
思
ひ
放
た
ず
。
理
観
を
心
に
か
け
つ
つ
、
そ
の
勤
め
の
為
に
別
に
屋
を
作
り
て
、
か
し
こ
を
観
念
の
所

　
　
と
定
め
て
、
年
比
つ
と
め
行
ひ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
発
心
集
』
）

と
、
妻
帯
し
て
も
僧
が
修
行
を
し
、
妻
帯
が
偽
悪
を
装
う
為
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。
た
だ
、
次
の
、
病
に
な
っ
た
僧
が
妻
に
は
そ
の

こ
と
を
う
ち
あ
け
な
か
っ
た
と
す
る
場
面
で
「
此
の
妻
、
男
の
為
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
、
事
に
ふ
れ
て
ね
ん
ご
ろ
な
り
け
れ
ど
」
と
す
る
。
『
楊

鴫
暁
筆
』
の
、
故
事
成
語
的
な
表
現
は
、
『
発
心
集
』
を
源
と
す
る
『
三
国
伝
記
』
巻
二
・
第
二
十
七
「
信
濃
国
遁
世
者
往
生
事
説
・
魔
障
．
妨
↓

也
」
に
、
「
古
キ
枕
．
上
ヘ
ニ
ハ
借
老
ノ
契
約
深
ク
、
紙
ノ
蓑
ノ
下
ニ
ハ
同
穴
ノ
泥
ビ
言
濃
也
」
を
採
っ
た
も
の
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
本
文
末
尾
の
「
別

記
文
」
に
、
「
三
国
伝
記
に
は
信
州
に
善
阿
弥
と
い
ふ
者
あ
り
。
其
妻
終
に
青
鬼
と
な
り
て
、
天
へ
あ
が
り
て
失
に
け
り
と
書
た
り
。
両
伝
す

こ
し
か
は
り
た
る
や
う
な
れ
ど
も
同
じ
く
哉
。
」
と
あ
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
編
者
は
、
『
三
国
伝
記
』
の
説
話
を
『
発
心
集
』
の
類
話
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

認
識
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
借
老
同
穴
」
の
成
語
は
、
『
私
聚
百
因
縁
集
』
や
、
『
撰
集
抄
』
な
ど
に
見
ら

れ
、
人
口
に
謄
衆
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
同
文
の
表
現
は
『
三
国
伝
記
』
の
み
で
、
こ
れ
は
、
『
三
国
伝
記
』
か
ら
採
り
込
ん
だ
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
成
語
は
、
妻
と
の
仲
を
強
調
し
、
『
発
心
集
』
に
比
べ
て
、
次
の
、
病
に
な
っ
た
僧
が
取
っ
た
行
動
の
意
外

性
を
際
立
た
せ
る
。
『
三
国
伝
記
』
か
ら
採
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
で
も
本
文
の
読
み
に
影
響
を
与
え
る
。

　
『
三
国
伝
記
』
の
説
話
は
、
別
記
文
に
「
す
こ
し
か
は
り
た
る
や
う
な
れ
ど
も
同
じ
く
哉
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
話
の
趣
旨
は
似
る
が
、
話

の
場
所
、
妻
が
尼
だ
っ
た
事
な
ど
異
な
る
点
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
「
別
記
文
」
で
注
記
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
故
事
、
成
語
を

含
む
表
現
で
、
『
三
国
伝
記
』
が
好
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
編
者
が
『
三
国
伝
記
』
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
以
後
、
僧
が
、

病
に
な
っ
た
と
き
の
対
応
な
ど
、
語
り
の
ス
タ
イ
ル
は
変
え
る
も
の
の
『
発
心
集
』
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
が
な
い
。
ま
た
、

「
別
記
文
」
で
、
『
三
国
伝
記
』
の
こ
と
を
説
明
し
た
後
、
本
文
の
読
み
・
感
想
と
な
る
が
、
そ
の
例
証
の
多
く
も
『
発
心
集
』
に
拠
る
。
前

稿
で
触
れ
た
が
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
『
発
心
集
』
と
強
調
す
る
点
を
ず
ら
し
、
巻
の
主
題
に
あ
わ
せ
た
解
釈
を
す
る
。
今
回
は
、
一
表
現
の
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み
で
も
『
三
国
伝
記
』
か
ら
採
り
、
『
三
国
伝
記
』
を
も
何
と
か
採
り
入
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
本
文
の
読
み
に
も

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
　
　
3
、
巻
二
・
六
「
戒
日
大
王
」
の
例

　
こ
れ
は
、
「
以
上
　
西
域
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
西
域
記
」
か
ら
、
戒
日
大
王
が
い
か
に
仏
教
を
保
護
し
布
施
し
た
か
、
そ
し
て
催
し
た

大
会
が
い
か
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
か
を
採
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
「
或
記
云
：
・
：
・
」
と
し
て
“
大
会
”
の
様
子
の
異
説
が
続
く
。
「
或
記
」

と
し
て
、
出
典
は
記
さ
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
『
三
国
伝
記
』
巻
四
・
第
四
「
戒
日
大
王
施
行
．
事
」
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
第
ニ
ニ
ハ
諸
天
ノ
像
ヲ
安
ン
テ
道
場
ヲ
荘
厳
セ
リ
。
錦
キ
ノ
宝
瞳
天
二
葺
　
龍
闘
ノ
嵐
二
瓢
鋼
シ
金
ネ
ノ
華
餐
雲
二
懸
　
鳳
城
の
空
二
赫
変
タ
リ
。
第
三
ニ
ハ
自

　
　
在
天
ノ
像
ヲ
安
ズ
。
供
養
ノ
物
ノ
財
宝
等
初
メ
ノ
日
二
半
バ
減
ズ
。
（
…
…
以
下
続
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
ニ
国
伝
記
』
）

　
　
或
記
云
、
初
日
如
上
　
次
に
は
諸
天
の
像
を
安
し
、
道
場
を
荘
厳
せ
り
。
錦
の
宝
瞳
天
に
そ
び
へ
て
竜
開
の
嵐
に
翻
へ
り
、
金
の
花
髪
雲

　
　
に
懸
て
風
城
空
に
赫
々
た
り
。
第
三
に
は
自
在
天
の
像
を
安
す
。
供
養
物
の
財
宝
等
初
日
に
半
減
す
。
（
…
…
以
下
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

こ
こ
で
も
、
同
じ
主
人
公
の
関
連
話
を
『
三
国
伝
記
』
か
ら
探
し
て
、
一
説
を
引
い
て
い
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
説
話
の
大
部
分
を
他
の
典
拠
に
求
め
な
が
ら
『
三
国
伝
記
』
の
関
連
話
に
拠
り
、
加
筆
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
『
太
平
記
』
、
『
発
心
集
』
に
な
い
部
分
を
『
三
国
伝
記
』
に
拠
っ
て
補
填
す
る
。
ま
た
、
『
三
国
伝
記
』
の
特
有
の
言
い
回
し
、

表
現
を
と
る
な
ど
、
見
極
め
て
採
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
関
連
話
を
加
え
る
こ
と
で
、
従
来
の
説
話
を
独
自
に
解
釈
し
、
内
容

の
詳
し
い
説
話
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
『
三
国
伝
記
』
か
ら
引
い
た
部
分
が
、
読
み
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
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三
、
『
三
国
伝
記
』
を
媒
介
と
す
る
説
話

　
さ
て
、
次
に
『
三
国
伝
記
』
を
典
拠
と
す
る
が
、
そ
の
源
が
、
『
太
平
記
』
、
『
発
心
集
』
で
あ
る
も
の
を
見
て
い
く
。
『
三
国
伝
記
』
に
、

そ
れ
ら
の
同
話
・
同
類
話
が
あ
る
も
の
は
、
『
三
国
伝
記
』
に
大
部
分
、
依
拠
す
る
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
の
か
を
考
察

し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
と
り
あ
げ
る
事
例
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
巻
九
（
似
類
上
）
・
第
十
二
「
穆
王
駿
馬
」
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
話
は
、
市
古
氏
の
頭

注
に
、
「
『
太
平
記
』
十
三
、
「
竜
馬
進
奏
事
」
に
拠
る
」
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
『
三
国
伝
記
』
巻
一
・
第
十
四
「
周
穆
王
到
二
霊
山
一
事
　
明

二
彰
祖
仙
一
」
の
方
が
近
い
。
適
宜
、
三
一
国
伝
記
』
の
出
典
で
あ
る
『
太
平
記
』
を
も
参
考
に
し
て
み
て
い
く
。

41

　
　
　
1
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
巻
九
（
似
類
上
）
・
第
十
二
「
穆
王
駿
馬
」
の
例

　
こ
れ
は
、
周
の
穆
王
が
八
疋
の
馬
（
天
の
二
十
八
宿
が
化
来
し
て
、
八
疋
の
馬
と
な
っ
た
も
の
）
に
乗
り
、
摩
蜴
陀
国
に
到
り
、
仏
か
ら

法
花
四
要
品
を
授
け
ら
れ
る
話
で
あ
り
、
後
半
は
、
そ
の
要
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
様
子
、
い
わ
ゆ
る
慈
童
説
話
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
冒
頭
、
こ
の
話
の
主
人
公
、
穆
王
の
出
自
を
描
く
。

　
　
漢
言
、
周
ノ
穆
王
者
文
王
五
代
ノ
帝
昭
王
ノ
子
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
一
二
国
伝
記
』
）

　
　
も
ろ
こ
し
周
穆
王
と
申
奉
る
は
文
王
五
代
の
帝
昭
王
の
御
子
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
穆
王
の
出
自
、
い
わ
ゆ
る
系
図
を
説
く
。
こ
の
箇
所
は
、
『
太
平
記
』
に
は
な
く
、
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
傍

線
部
分
の
、
「
申
奉
る
」
、
「
御
子
」
な
ど
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
穆
王
に
対
し
、
『
三
国
伝
記
』
に
比
べ
、
よ
り
敬
意
を
は
ら
う
。
こ
の
説
話
の



み
な
ら
ず
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
で
は
、
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
別
な
く
、
全
話
を
通
じ
、
説
話
の
主
人
公
が
、
帝
、
皇
后
、
皇
族
、
上
位
貴
族
な

ど
の
場
合
は
、
必
ず
敬
語
を
用
い
、
時
に
は
典
拠
よ
り
も
丁
寧
な
敬
語
（
一
重
敬
語
を
二
重
敬
語
に
す
る
な
ど
）
を
用
い
る
。
例
え
ば
震
旦

の
「
孫
武
」
の
話
で
は
、
呉
王
閨
閻
に
「
孫
武
」
が
仕
え
て
お
り
、
呉
王
は
主
人
公
で
な
い
も
の
の
、
呉
王
に
対
し
て

　
　
　
　
呉
王
閨
閻
夫
差
父
孫
武
と
云
勇
士
を
大
将
と
し
て
越
の
国
を
せ
め
ん
と
し
給
ひ
し
時

と
す
る
。
こ
の
話
の
典
拠
で
あ
る
『
太
平
記
』
は
、
「
・
：
敵
国
を
伐
ン
事
ヲ
討
ル
時
二
」
（
流
布
本
は
「
討
ん
事
ヲ
」
）
と
あ
り
、
敬
語
を
用

い
な
い
。
ま
た
、
説
話
の
は
じ
め
に
主
人
公
の
出
自
、
系
図
を
説
明
す
る
の
も
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
全
話
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
特
性
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
を
典
拠
と
す
る
巻
二
「
神
功
皇
后
付
千
珠
満
珠
」
で
も
、
『
太
平
記
』
は

　
　
昔
仲
哀
天
皇
　
聖
文
神
武
ノ
徳
ヲ
以
テ
高
麗
ノ
三
韓
ヲ
攻
サ
セ
給
ヒ
ケ
ル
カ
：
・

と
始
ま
る
の
に
対
し
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は

　
　
大
日
本
国
人
皇
第
十
五
代
帝
を
ば
神
功
皇
后
と
申
奉
る
。
開
化
四
世
の
曽
孫
、
息
長
宿
禰
女
、
仲
哀
天
皇
の
后
也
。
応
神
天
皇
に
は
御

　
　
母
に
て
お
は
し
ま
す
。

と
、
主
人
公
“
神
功
皇
后
”
の
系
図
を
説
く
。
主
人
公
の
出
自
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
編
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

　
次
に
、
穆
王
が
、
馬
に
乗
っ
て
、
四
荒
八
極
に
遊
ん
だ
様
子
、

　
　
此
の
［
時
］
、
天
．
廿
八
宿
来
化
．
一
ア
八
疋
ノ
馬
ト
成
ル
。
但
ア
為
二
天
馬
『
、
其
．
名
ヲ
醸
・
駿
・
麗
・
騨
・
留
・
駿
・
駆
・
駆
ト
日
。
穆
玉
雌

　
　
ゴ
栗
ヴ
四
毒
煽
極
．
「
識
閣
凶
㌻
怠
凝
乃
径
雲
ぺ
懐
↓
「
在
』
襟
長
『
㌻
瑠
池
パ
墜
雲
パ
蒙
『
「
処
⊇
房
裾
噌
づ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
一
二
国
伝
記
』
）

　
　
此
時
天
の
廿
八
宿
化
来
し
て
八
疋
の
馬
と
な
り
、
其
名
を
験
、
駿
、
麗
、
騨
、
留
、
験
、
餌
、
馴
と
そ
申
侍
る
。
帝
此
馬
に
乗
り
、
睡

　
　
藁
ぷ
慧
囲
…
閨
づ
振
罎
娠
の
褒
匡
翻
秦
窟
だ
類
び
㍉
瑠
海
雀
震
慧
歴
パ
瑳
が
。
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

『
太
平
記
』
は
、
「
穆
王
是
二
乗
テ
四
荒
八
極
不
い
至
云
所
元
リ
ケ
リ
」
と
あ
る
の
み
で
、
『
三
国
伝
記
』
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
に
み
え
る
「
遊
ぶ
」
と
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い
う
語
は
な
い
。
こ
こ
で
も
『
楊
鴫
暁
筆
』
で
は
敬
語
を
用
い
る
。
ま
た
、
点
線
部
分
の
穆
王
の
様
子
、
行
動
に
関
す
る
「
幌
需
」
「
瑞
池
」

を
対
に
し
た
対
句
表
現
も
『
太
平
記
』
は
欠
く
。
こ
こ
も
、
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
『
三
国
伝
記
』
が
得
意

と
す
る
対
句
を
踏
ま
え
た
表
現
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
仏
に
出
会
う
場
面
は
、

　
　
或
ル
時
、
西
天
十
万
里
．
山
川
ヲ
過
、
中
天
竺
闇
圃
画
二
至
リ
玉
ヌ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
で
二
国
伝
記
」
）

　
　
或
時
、
西
天
十
万
里
の
山
海
を
過
て
、
中
天
竺
［
圏
閻
陶
圖
霊
鷲
山
説
法
花
の
瑚
に
至
り
細
剖
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
『
三
国
伝
記
』
に
よ
る
も
の
の
、
囲
み
部
分
、
「
舎
衛
国
」
を
「
摩
掲
陀
国
」
に
変
え
る
。
『
太
平
記
』
で
も
、
「
舎
衛
国
」
と
し
て
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

こ
れ
は
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
意
図
的
に
変
え
た
と
思
わ
れ
る
。
「
霊
鷲
山
」
は
、
普
通
「
摩
靖
陀
国
」
の
東
北
に
位
置
す
る
山
を
さ
す
。

　
「
舎
衛
国
」
で
は
誤
り
と
し
て
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
「
摩
靖
陀
国
」
に
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
八
句
の
文
が
即
位
の
時
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
　
治
世
五
十
五
年
、
御
．
歳
百
五
ニ
シ
テ
位
を
共
王
二
禅
玉
ヘ
リ
。
時
に
此
ノ
文
．
授
。
其
ヨ
リ
以
来
タ
、
皇
太
子
位
を
天
二
受
サ
セ
玉
シ
時
、
必
ズ

　
　
此
文
ヲ
受
持
シ
玉
フ
。
此
故
二
普
門
品
ヲ
バ
当
途
王
経
ト
申
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
一
二
国
伝
記
』
）

　
　
御
治
世
五
十
五
年
、
御
年
一
百
五
才
に
し
て
御
位
を
共
王
に
禅
り
ま
し
ま
す
時
、
此
文
を
授
給
へ
り
。
其
よ
り
以
来
皇
太
子
位
を
天
に

　
　
受
給
ふ
時
、
必
此
文
を
受
持
し
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
こ
こ
も
、
傍
線
部
分
『
楊
鴫
暁
筆
』
で
は
穆
王
に
対
し
て
敬
意
を
は
ら
う
。
そ
れ
以
外
は
同
文
を
採
る
も
の
の
、
点
線
部
分
「
此
故
二
普

門
品
ヲ
バ
当
途
王
経
ト
申
也
」
は
採
ら
な
い
。
こ
の
一
文
を
『
太
平
記
』
は
後
の
慈
童
説
話
の
後
に
付
す
。
文
帝
の
重
陽
の
い
わ
れ
を
説
き
、

そ
れ
以
後
、
即
位
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
、
『
三
国
伝
記
』
と
時
代
を
異
に
す
る
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
「
穆
王
」
以
後
の
こ
と
と
し
て
、
『
三
国

伝
記
』
の
説
に
拠
る
。
但
し
、
『
三
国
伝
記
』
、
『
太
平
記
』
が
、
帝
位
継
承
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
「
文
」
を
尊
い
と
す
る
の
に
対
し
、

『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、
こ
の
「
文
」
自
体
が
尊
い
た
め
、
帝
位
継
承
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
、
趣
を
異
に
す
る
。
解
釈
の
違
い
に
よ
っ
て
こ
の
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部
分
を
採
ら
な
か
っ
た
も
の
か
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
慈
童
説
話
と
な
る
。
慈
童
が
過
っ
て
帝
の
枕
を
越
え
て
罰
せ
ら
れ
、
脚
県
に
流
さ
れ
る
。
こ
こ
も
『
三
国
伝
記
』

の
表
現
に
よ
る
。
『
三
国
伝
記
』
は
、
流
さ
れ
た
こ
と
の
み
だ
が
、
『
太
平
記
』
で
は
、
死
罪
に
価
す
る
と
こ
ろ
を
、
過
失
の
た
め
減
じ
て
遠

流
に
し
た
こ
と
を
記
す
。
そ
し
て
「
彼
邸
縣
ト
云
所
ハ
帝
城
ヲ
去
事
三
百
里
山
深
ン
．
ア
鳥
タ
．
三
不
レ
鳴
雲
瞑
・
、
テ
虎
狼
充
満
セ
リ
サ
レ
ハ
假
ニ
モ
此

山
二
入
人
ノ
、
生
テ
帰
ル
ト
云
事
ナ
シ
：
：
」
と
脚
県
の
様
子
を
詳
し
く
描
く
。
『
三
国
伝
記
』
は
、
こ
れ
を
「
彼
所
山
峻
シ
テ
人
跡
自
絶
へ
、
谷

幽
ニ
シ
テ
獣
ノ
声
喧
。
サ
レ
バ
、
仮
ニ
モ
此
．
山
二
入
人
ハ
生
テ
再
帰
ル
事
ナ
シ
。
」
と
い
う
対
句
表
現
に
変
え
る
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
も
「
此
山
と
申

は
峯
高
う
し
て
人
跡
自
ら
た
え
、
谷
幽
に
し
て
獣
の
こ
ゑ
か
ま
び
す
し
、
さ
れ
ば
仮
に
も
此
山
に
入
者
は
生
き
て
帰
る
は
な
か
り
け
り
。
」
と

こ
れ
に
準
ず
る
。
『
三
国
伝
記
』
自
体
、
出
典
（
『
太
平
記
』
）
を
要
約
し
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
も
そ
れ
に
従
う
。

　
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
流
さ
れ
る
故
に
、
八
句
の
要
文
の
内
、
普
門
品
の
二
句
受
け
た
慈
童
は
瓢
県
で
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
菊
の
葉
へ

書
き
付
け
る
。
そ
の
菊
の
葉
か
ら
流
れ
た
露
滴
が
谷
水
に
流
れ
、
天
の
霊
薬
に
な
る
。
そ
の
奇
蹟
の
部
分
、
『
三
国
伝
記
』
は

　
　
是
レ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
谷
水
ノ
末
ヲ
汲
．
デ
呑
ケ
ル
民
三
百
余
家
マ
デ
、
皆
病
速
消
滅
し
て
、
不
老
不
死
ノ
上
寿
ヲ
得
タ
リ
。

と
あ
る
の
み
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
は

　
　
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
此
谷
水
を
飲
け
る
民
三
百
余
家
、
皆
病
速
に
消
滅
し
、
不
老
不
死
の
上
寿
を
得
た
り
。
さ
れ
ば
紀
納
言
が
、
谷
水

　
　
洗
花
、
汲
下
流
之
得
上
寿
者
三
十
余
家
、
地
脈
和
味
、
喰
日
精
之
駐
年
顔
者
五
百
箇
歳
、
と
云
け
る
も
此
事
な
り
。

と
し
、
紀
納
言
の
漢
詩
を
引
く
。
こ
こ
は
、
市
古
氏
の
注
ど
お
り
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
拠
る
。
こ
れ
は
、
要
文
の
効
用
を
強
調
し
、
そ
れ
が

周
知
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
此
谷
水
を
飲
け
る
三
百
余
家
：
・
」
の
異
説
に
も
な
る
。
典
拠
に
拠
り
な
が
ら
、

独
自
の
解
釈
に
基
づ
き
、
別
の
書
を
用
い
て
加
筆
す
る
。
ま
た
、
関
連
の
話
、
類
話
、
異
説
を
付
け
加
え
て
い
く
姿
勢
に
通
じ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
三
国
伝
記
』
に
大
部
分
依
拠
す
る
が
、
次
の
重
陽
の
起
源
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
あ
と
、

　
　
又
此
文
吾
朝
に
伝
り
、
代
々
の
聖
主
御
即
位
の
日
、
必
是
を
受
持
し
給
ふ
。
若
君
幼
主
の
御
時
は
、
摂
政
先
こ
れ
を
受
て
御
治
世
の
初
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に
君
に
此
を
授
奉
る
。

と
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
こ
の
「
文
」
が
、
日
本
に
伝
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
を
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
を
『
三
国
伝
記
』
は
一
切
記
さ

な
い
。
し
か
し
、
『
太
平
記
』
に
、
「
此
文
我
朝
二
傳
パ
リ
代
々
ノ
聖
主
御
即
位
ノ
日
必
ス
是
ヲ
受
持
シ
給
フ
若
幼
主
．
君
践
酢
ア
ル
時
ハ
摂
政
先
是
ヲ

受
テ
御
治
世
ノ
始
二
必
君
二
授
奉
ル
」
と
あ
る
。
傍
線
が
『
楊
鴫
暁
筆
』
と
異
な
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
で
は
「
幼
主
践
酢
ア
ル
時
」
を
「
若
君
幼

主
の
御
時
」
と
す
る
が
、
意
図
は
変
わ
ら
ず
、
こ
こ
は
、
『
太
平
記
』
に
拠
る
。
唯
一
、
『
太
平
記
』
に
拠
る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
末
尾
、

　
　
此
八
句
の
文
、
三
国
に
相
承
し
理
世
安
民
の
治
濟
、
除
災
与
薬
の
要
術
と
な
る
事
、
こ
れ
偏
に
穆
王
美
馬
の
徳
用
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
此
ノ
八
句
ノ
偶
三
国
相
承
．
ン
、
理
世
安
民
の
治
略
、
除
災
与
楽
ノ
要
［
術
ナ
ル
］
事
、
偏
是
穆
王
天
馬
ノ
徳
也
　
。
　
　
　
（
『
一
二
国
伝
記
』
）

と
三
国
相
承
に
触
れ
る
ま
と
め
は
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
。
ち
な
み
に
、
『
太
平
記
』
で
は
、
「
三
国
傳
来
シ
テ
」
と
あ
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は

『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
三
国
伝
記
』
は
、
今
あ
げ
た
「
三
国
相
承
」
の
一
文
は
あ
る
も
の
の
、
震
旦
で
の
伝
授
の
説
話
と
し
て
ま
と
め
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
楊

鴫
暁
筆
』
は
、
日
本
で
の
用
い
ら
れ
か
た
を
記
し
、
今
そ
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
説
話
の
“
今
”
の
関
わ
り
に
触
れ
、
説
話
の

帰
着
点
を
異
に
す
る
。
大
部
分
を
『
三
国
伝
記
』
に
よ
り
な
が
ら
『
三
国
伝
記
』
に
な
い
日
本
で
の
用
い
ら
れ
方
の
み
を
『
太
平
記
』
か
ら

引
く
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
三
国
伝
記
』
に
よ
り
な
が
ら
、
一
部
、
そ
の
源
の
『
太
平
記
』
を
以
て
加
筆
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
典
拠
に
よ
り

な
が
ら
編
者
が
独
自
の
解
釈
、
読
み
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
『
太
平
記
』
か
ら
直
接
採
っ
て
い
る
説
話
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
太

平
記
』
を
源
に
し
な
が
ら
、
大
部
分
を
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
こ
と
は
、
『
三
国
伝
記
』
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
『
三
国
伝
記
』
は
、

『
太
平
記
』
の
例
証
、
故
事
を
要
約
す
る
形
で
説
話
を
形
成
す
る
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
さ
ら
に
、
そ
れ
を
簡
潔
に
す
る
。
話
の
要
点
が
ま
と
ま

り
、
説
話
を
採
る
資
料
と
し
て
、
『
三
国
伝
記
』
は
最
適
だ
っ
た
と
い
え
る
。
類
話
や
異
説
を
加
え
、
説
話
の
整
合
性
を
追
求
す
る
姿
勢
が
、
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説
話
自
体
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
別
記
文
冒
頭
「
八
疋
駿
馬
の
事
、
或
は
赤
験
、
盗
麗
、
白
義
、
喩
輪
、
山
子
、
渠
黄
、
華
騙

又
騨
留
、
緑
耳
又
駄
駆
、
毛
の
色
に
随
て
名
を
得
た
り
。
又
験
、
賜
、
餌
、
騨
、
騙
、
駿
、
騎
、
馴
と
も
い
へ
り
。
異
説
也
。
」
　
と
名
の
異

説
を
あ
げ
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
市
古
氏
の
注
す
る
と
お
り
、
『
穆
子
伝
』
に
拠
る
。
『
太
平
記
』
の
基
と
さ
れ
る
も
の
ま
で
、

編
者
が
確
認
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
本
文
は
、
説
の
選
択
を
お
こ
な
っ
た
と
い
え
る
。
但
し
、
『
太
平
記
』
諸
本
に
見
ら
れ
る
「
絶
地
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

翻
羽
・
奔
脊
・
超
影
・
喩
輝
・
超
光
・
騰
霧
・
挟
翼
」
（
天
正
本
）
な
ど
の
名
は
一
切
見
え
ず
、
そ
こ
ま
で
は
編
者
も
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
2
、
巻
十
七
（
珠
玉
）
第
十
　
和
氏
玉
の
例

　
次
に
、
巻
十
七
（
珠
玉
）
第
十
「
和
氏
玉
」
の
例
を
見
る
。
こ
れ
は
、
『
三
国
伝
記
』
巻
二
・
第
五
「
和
氏
連
城
壁
事
付
藺
相
如
高
名
，
事
」

に
拠
る
も
の
で
、
ま
た
、
そ
の
源
は
『
太
平
記
』
巻
二
十
六
「
上
杉
畠
山
議
高
家
事
付
廉
頗
相
如
事
」
で
あ
る
。
ま
ず
梗
概
を
記
す
。

　
　
①
昔
、
楚
国
の
†
和
と
い
う
者
が
、
荊
山
で
、
撲
玉
を
み
つ
け
、
閲
肉
圏
国
に
献
上
す
る
。

　
　
②
し
か
し
、
玉
造
り
が
、
「
石
」
で
あ
る
と
奏
し
た
為
、
†
和
は
、
左
足
を
切
ら
れ
る
。

　
　
③
そ
の
後
、
同
国
が
即
位
し
た
た
め
、
こ
の
撲
玉
を
又
献
上
す
る
が
、
磨
か
せ
て
も
光
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
右
の
足

　
　
　
を
切
ら
れ
、
荊
山
に
捨
て
ら
れ
る
。

　
　
④
文
王
が
即
位
し
、
荊
山
に
狩
り
に
来
た
と
き
、
†
和
と
出
会
う
。
玉
人
に
磨
か
せ
る
と
光
り
、
無
双
の
珠
と
な
る
。
そ

　
　
　
の
光
り
か
た
か
ら
“
照
車
の
玉
”
、
　
“
夜
光
の
玉
”
と
い
わ
れ
る
。
天
子
の
御
宝
と
し
て
、
趙
国
に
伝
わ
る
。

　
　
⑤
趙
の
隣
国
の
秦
王
が
、
こ
の
玉
の
こ
と
を
聞
き
、
十
五
城
と
交
換
し
よ
う
と
提
案
す
る
。

　
　
⑥
秦
王
に
玉
を
渡
し
た
も
の
の
、
秦
王
は
約
束
を
守
ら
ず
、
趙
王
は
城
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
⑦
趙
王
は
、
廉
頗
相
如
の
計
に
よ
っ
て
、
玉
を
奪
い
返
す
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
廉
頗
相
如
は
、
大
禄
を
得
る
。
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前
の
「
穆
王
」
の
例
と
同
じ
く
『
三
国
伝
記
』
の
表
現
を
用
い
た
形
で
引
く
。
ま
た
、
†
和
が
玉
を
献
上
し
た
相
手
が
、
順
に
、
楚
の
属

王
、
武
王
、
文
王
と
す
る
の
は
、
『
三
国
伝
記
』
で
、
『
太
平
記
』
（
梵
舜
本
）
は
、
こ
れ
を
「
武
王
・
文
王
・
成
王
」
と
し
、
『
三
国
伝
記
』

に
依
拠
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
。
但
し
、
属
王
に
左
の
足
を
き
ら
れ
た
†
和
の
心
情
を
『
楊
鴫
暁
筆
』
は

　
　
†
和
罪
な
く
し
て
刑
に
あ
ふ
と
い
へ
ど
も
、
是
を
悲
し
ま
ず
。
只
天
下
に
玉
を
知
る
者
の
な
き
事
を
悲
め
り
。

す
る
が
、
『
三
国
伝
記
』
は
、

　
　
［
†
和
］
無
リ
テ
罪
此
，
刑
二
相
ヘ
ル
事
ヲ
§
。

と
す
る
。
『
太
平
記
』
も
、
『
三
国
伝
記
』
と
同
文
で
、
こ
こ
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
独
自
の
解
釈
を
施
す
も
の
。
こ
の
説
話
の
後
、
そ
の
考
証

が
続
く
。
楚
に
「
属
王
」
な
る
人
物
は
い
な
い
と
し
、
実
在
は
「
属
公
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
属
王
・
武
王
・
文
王
」
の
順
は
「
韓
子
の
文
」

と
同
じ
と
記
す
。
こ
の
考
証
の
末
尾
に
王
の
系
譜
と
在
位
年
を
あ
げ
、
編
者
が
説
の
選
択
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
考
証
が

異
説
の
提
示
と
な
り
、
読
み
の
可
能
性
を
広
げ
る
。
こ
こ
で
も
説
話
の
基
を
知
り
な
が
ら
、
『
三
国
伝
記
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
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3
、
巻
十
三
（
怨
念
）
第
十
「
橘
虫
」
の
例

　
次
は
、
源
を
『
発
心
集
』
（
巻
八
・
第
八
話
）
に
発
し
な
が
ら
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
『
三
国
伝
記
』
（
巻
三
・
第
二
十
一
）
に
拠
っ
て
い
る
場

合
で
あ
る
。
巻
十
三
（
怨
念
）
第
十
「
橘
虫
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
。

　
　
①
播
磨
の
国
に
、
橘
の
木
を
大
切
に
し
て
い
る
僧
が
い
た
。

　
　
②
隣
に
住
ん
で
い
た
老
尼
が
病
に
な
り
、
こ
の
橘
の
実
を
欲
し
た
が
、
僧
は
惜
し
ん
で
一
つ
も
与
え
な
か
っ
た
。

　
　
③
老
尼
は
、
僧
を
恨
み
、
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
る
時
に
は
、
こ
の
橘
の
実
を
喰
う
虫
と
な
ろ
う
と
怒
り
つ
つ
、
死
ん
だ
。

　
　
④
僧
は
、
老
尼
の
思
い
を
知
ら
ず
、
そ
の
後
、
橘
に
は
虫
が
付
い
た
た
め
、
そ
の
木
を
切
っ
た
。



　
　
⑤
彼
の
尼
の
怨
念
と
は
い
い
な
が
ら
、
怖
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
⑥
布
施
を
す
る
の
は
僧
の
勤
め
で
あ
る
の
に
、
橘
の
実
一
つ
を
惜
し
ん
だ
僧
は
情
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
冒
頭
、

　
　
近
比
、
あ
る
僧
の
家
に
大
き
な
る
橘
の
木
あ
り
け
り
。
実
の
多
く
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
其
の
味
も
心
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
主
の
僧
ま

　
　
た
、
た
ぐ
ひ
な
き
物
に
な
む
思
へ
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
発
心
集
』
）

　
　
和
云
、
中
比
、
幡
磨
国
二
或
ル
僧
ノ
住
．
、
ケ
ル
軒
端
ノ
前
裁
二
橘
ノ
木
ア
リ
。
葉
サ
カ
へ
花
サ
カ
へ
盛
リ
テ
実
ノ
多
ク
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
ノ
味
モ

　
　
濃
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
主
ノ
僧
タ
グ
イ
ナ
キ
物
二
思
テ
秘
蔵
ス
ル
事
無
㌧
極
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
一
二
国
伝
記
』
）

　
　
中
比
播
磨
国
に
、
或
僧
の
住
け
る
軒
端
の
前
裁
に
橘
の
木
あ
り
。
花
さ
へ
さ
か
り
に
実
の
な
る
の
み
な
ら
ず
、
其
味
さ
へ
濃
也
。
あ
る

　
　
じ
類
な
き
事
に
お
も
ひ
、
秘
蔵
す
る
事
斜
な
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
『
三
国
伝
記
』
を
踏
襲
す
る
。
『
発
心
集
』
で
は
国
の
名
も
記
さ
ず
、
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
。
そ
し
て
、
③
で
は

　
　
・
：
そ
れ
ほ
ど
の
物
を
惜
し
み
て
、
我
が
願
ひ
を
叶
は
せ
ぬ
は
、
口
惜
し
き
わ
ざ
な
り
。
我
、
極
楽
に
生
れ
ん
事
を
願
ひ
つ
れ
ど
、
今

　
　
に
い
た
り
て
は
、
か
の
橘
を
は
み
つ
く
す
虫
と
な
ら
ん
と
。
そ
の
い
き
ど
ほ
り
を
遂
げ
ず
は
、
漸
土
に
生
る
る
事
を
得
じ
」
と
云
ひ
て

　
　
劉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
発
心
集
』
）

　
　
：
・
其
レ
程
ノ
物
ヲ
惜
テ
我
ガ
ネ
ガ
ヒ
ヲ
カ
ナ
ヘ
ヌ
事
ヨ
。
日
来
．
ハ
我
レ
．
極
楽
二
生
レ
ン
事
ヲ
願
ヒ
キ
。
今
二
至
リ
テ
ハ
彼
ノ
木
ヲ
ハ
ミ
カ
ラ
ス
虫
ト
成

　
　
テ
主
二
損
ヲ
取
ラ
セ
憤
リ
ヲ
散
ゼ
ン
、
ト
祈
念
シ
テ
ゾ
死
タ
リ
ケ
ル
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
三
国
伝
記
』
）

　
　
・
：
其
ほ
ど
の
物
を
お
し
み
て
、
我
願
を
叶
へ
ぬ
事
よ
。
日
来
は
浄
土
に
生
れ
ん
と
こ
そ
願
き
。
今
に
至
て
は
彼
木
を
は
み
か
ら
す
虫
と

　
　
成
て
、
主
に
損
を
と
ら
せ
ん
」
と
怒
り
つ
・
死
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

と
、
『
三
国
伝
記
』
に
拠
る
が
、
傍
線
部
分
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
「
怒
り
て
」
と
す
る
の
に
対
し
、
『
三
国
伝
記
』
は
「
祈
念
シ
テ
」
と
す
る
。

『
発
心
集
』
は
、
「
云
ひ
て
死
ぬ
」
と
な
り
、
『
発
心
集
』
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
。
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
独
自
の
解
釈
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
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し
、
点
線
部
分
、
「
浄
土
」
と
し
た
の
は
、
『
発
心
集
』
に
拠
る
も
の
か
。
続
く
⑤
で
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が

　
　
彼
尼
の
麹
と
は
見
な
が
ら
、
ー
1

と
す
る
の
に
対
し
、
『
三
国
伝
記
』
は
、

　
　
彼
．
尼
ノ
願
力
ト
ハ
云
ヒ
ナ
ガ
ラ
多
ノ
虫
ト
ナ
リ
ケ
ル
事
コ
ソ
不
思
議
ナ
レ
。

と
す
る
。
『
発
心
集
』
も
「
願
力
と
は
云
な
が
ら
、
さ
し
も
多
く
の
虫
と
な
り
け
ん
事
は
、
い
み
じ
き
不
思
議
な
り
。
」
と
、
『
三
国
伝
記
』
と

同
じ
。
願
っ
た
ま
ま
す
ぐ
に
橘
の
虫
に
な
れ
た
こ
と
を
、
不
思
議
と
す
る
『
三
国
伝
記
』
、
『
発
心
集
』
の
解
釈
と
異
な
り
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
は
、

「
願
力
」
を
「
怨
念
」
と
、
老
尼
の
執
心
に
重
き
を
お
き
、
「
怖
ろ
し
い
事
」
と
い
う
読
み
を
す
る
。
先
の
③
の
改
変
も
こ
の
読
み
を
強
調
す

る
た
め
と
わ
か
る
。
こ
れ
は
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
巻
の
題
「
怨
念
」
に
あ
う
読
み
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
典
拠
に
拠
り

な
が
ら
、
新
し
い
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
ほ
か
は
、
『
三
国
伝
記
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
発
心
集
』
か
ら

で
は
な
く
、
『
三
国
伝
記
』
か
ら
採
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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四
、
ま
と
め

　
以
上
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
編
者
は
、
源
に
『
発
心
集
』
、
『
太
平
記
』
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
『
三
国
伝
記
』
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
、
『
三
国
伝
記
』
重
視
の
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『
三
国
伝
記
』
が
依
拠
す
る
説
話
の
要
点
を
忠
実
に
ま
と
め
て
、
摂
取
す
る
こ
と

が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
「
梵
・
漢
・
和
」
の
構
成
が
、
関
連
の
説
話
を
探
し
や
す
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
日
本
の
説
話
集

か
ら
の
出
典
明
記
が
『
三
国
伝
記
』
の
み
で
あ
り
、
（
巻
二
三
・
雑
・
「
離
波
多
」
の
本
文
末
尾
「
竹
林
精
舎
こ
れ
な
り
。
」
の
あ
と
に
割
り
注

で
「
三
国
伝
記
」
と
あ
る
。
但
し
一
例
の
み
）
『
三
国
伝
記
』
を
信
頼
で
き
る
資
料
と
し
て
い
た
。
出
典
明
記
が
経
典
・
漢
籍
に
多
く
あ
る
こ

と
か
ら
も
経
典
・
漢
籍
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ェ
む
　

　
『
三
国
伝
記
』
の
出
典
と
の
関
わ
り
方
、
そ
の
採
り
方
、
『
太
平
記
』
諸
本
と
の
関
係
は
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
集
の
あ
り
方
と
似
る
。
ま
た
、

『
三
国
伝
記
』
の
特
徴
で
あ
る
対
句
表
現
、
修
飾
語
を
多
く
採
り
、
『
三
国
伝
記
』
に
共
感
を
示
す
。

　
『
楊
鴫
暁
筆
』
全
体
と
し
て
関
連
話
・
同
類
話
を
付
け
加
え
、
整
合
性
を
高
め
、
広
い
解
釈
が
で
き
る
説
話
を
作
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ

る
。
そ
し
て
、
異
説
を
加
え
た
り
、
説
話
の
背
景
を
追
究
す
る
「
別
記
文
」
の
姿
勢
と
そ
れ
は
密
接
に
関
わ
る
。
今
後
、
そ
う
し
た
中
で
、

後
世
、
『
三
国
伝
記
』
が
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
、
謡
曲
・
能
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
も
考
え
て
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
が
『
三
国
伝
記
』

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

注
1

注
2

注
3

『
三
国
伝
記
』
の
出
典
、
『
発
心
集
』
の
出
典
は
、
テ
ク
ス
ト
頭
注
や
、
注
9
に
あ
げ
た
論
文
に
よ
る
。
（
各
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は

（
注
2
）
参
照
）

引
用
テ
ク
ス
ト
は
、
『
楊
鴫
暁
筆
』
（
中
世
の
文
学
）
市
古
貞
次
氏
校
注
［
三
弥
井
書
店
］
、
『
三
国
伝
記
』
（
中
世
の
文
学
）
池
上
洵
一

氏
校
注
［
三
弥
井
書
店
］
。
『
発
心
集
』
は
三
木
紀
人
氏
校
注
『
方
丈
記
・
発
心
集
』
［
新
潮
古
典
集
成
］
に
よ
る
。

管
見
に
入
っ
た
諸
本
（
天
正
本
・
梵
舜
本
、
西
源
院
本
、
神
田
本
）
の
な
か
で
は
、
梵
舜
本
、
西
源
院
本
が
近
い
と
思
わ
れ
る
。

『
楊
鴫
暁
筆
』
が
ど
の
諸
本
に
拠
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
今
回
は
、
本
文
に
近
い
と
し
て
梵
舜
本
（
古
典
文
庫
）
を
用
い
る
。

　
　
た
“
澗
飲
岩
栖
に
し
て
生
涯
を
断
送
せ
ん
こ
と
を
た
の
し
む
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
只
澗
飲
巌
栖
ニ
シ
テ
　
生
涯
ヲ
断
送
セ
ン
事
　
ヲ
楽
ム
　
　
　
　
　
（
梵
舜
本
）

　
　
只
測
飲
巌
栖
ニ
シ
テ
　
生
涯
ヲ
送
ラ
ン
事
ヲ
　
楽
ウ
（
ね
が
う
）
　
（
西
源
院
本
）
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此
三
王
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）
　
此
三
王
（
梵
舜
本
）
　
此
三
人
（
西
源
院
本
）



　
　
蜀
の
兵
を
さ
し
下
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
蜀
ノ
国
へ
差
下
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梵
舜
本
）

　
　
蜀
ノ
国
へ
差
向
ラ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
源
院
本
）

　
　
礼
譲
を
厚
し
給
ふ
事
疎
な
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
礼
譲
ヲ
厚
ク
シ
給
フ
事
疎
ソ
カ
ナ
ラ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梵
舜
本
）

　
　
礼
ヲ
譲
リ
、
義
ヲ
厚
ク
シ
給
フ
事
不
レ
疎
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
源
院
本
）

　
　
　
須
央
も
　
　
心
を
恣
に
し
、
　
身
を
安
く
す
る
事
を
み
ず
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
未
ダ
須
実
ノ
間
心
ヲ
恣
ニ
シ
　
　
身
ヲ
安
シ
ス
ル
事
ヲ
見
ス
　
　
（
梵
舜
本
）

　
　
未
ダ
須
央
ノ
間
モ
心
ヲ
恣
ニ
セ
ス
　
身
ヲ
一
ツ
シ
テ
共
二
死
セ
ム
　
ヲ
争
ヘ
リ
（
西
源
院
本
）

な
ど
、
西
源
院
本
よ
り
梵
舜
本
に
近
い
箇
所
が
多
い
が
、
西
源
院
本
に
近
い
箇
所
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
冒
頭

　
　
呉
孫
権
、
蜀
劉
備
、
魏
曹
操
と
て
⇒
亙
あ
り
。
§
を
三
に
分
て
是
を
保
つ
に
、
其
志
皆
二
世
を
亡
し
て
井
せ
ん

　
　
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
楊
鴫
暁
筆
』
）

　
　
呉
ノ
孫
権
蜀
ノ
劉
備
魏
ノ
曹
操
ト
云
シ
人
　
支
那
四
百
州
ヲ
三
二
分
テ
是
ヲ
保
ツ
　
其
志
皆
ニ
ツ
一
二
併
セ
ン

　
　
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梵
舜
本
）

　
　
蜀
ノ
劉
備
、
呉
ノ
孫
権
、
魏
曹
操
ヨ
川
シ
テ
苓
ヲ
三
二
分
テ
、
是
ヲ
保
ツ
　
　
其
志
皆
ニ
ツ
ヲ
自
一
二
併
セ
ン
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
源
院
本
）

の
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
物
の
順
は
梵
舜
本
と
同
じ
で
あ
る
。
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注
4
　
こ
こ
は
、
異
同
の
大
き
い
箇
所
で
、
西
源
院
本
に
も
近
い
。
（
注
3
）
参
照

注
5
　
『
三
国
伝
記
』
は
文
章
に
装
飾
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
『
日
本
古
典
大
事
典
』
（
明
治
書
院
）
で
は
、
執
拗
な
修
辞
表
現
へ
の
意
識

　
　
　
が
み
ら
れ
る
と
し
、
播
磨
光
寿
氏
「
『
三
国
伝
記
』
の
一
試
論
ー
修
辞
的
文
言
の
付
加
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
9
2
・
国
語
国
文
）
、
竹
村

　
　
　
信
治
氏
「
中
世
説
話
の
表
現
形
成
と
修
辞
1
『
三
国
伝
記
』
の
検
討
か
ら
ー
（
『
説
話
文
学
と
漢
文
学
』
平
成
六
年
二
月
・
汲
古
書
院

　
　
　
所
収
）
な
ど
で
も
、
「
修
辞
」
が
特
性
と
さ
れ
、
「
修
辞
」
の
語
が
使
わ
れ
る
。

注
6
　
拙
稿
　
「
『
楊
鴫
暁
筆
』
の
世
界
ー
〈
別
記
〉
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
愛
知
淑
徳
国
語
国
文
』
2
5
・
二
〇
〇
三
年
三
月
）

注
7
　
『
私
聚
百
因
縁
集
』
（
大
日
本
佛
教
全
書
）
に
、
「
爾
海
老
ノ
契
令
レ
結
。
」
、
『
撰
集
抄
』
（
撰
集
抄
研
究
会
編
著
『
撰
集
抄
全
注
釈
』
）

　
　
　
に
「
別
記
文
」
箇
所
に
み
え
る
語
句
〃
芝
蘭
”
と
も
関
わ
る
「
実
に
昔
芝
蘭
の
契
こ
ま
や
か
に
、
階
老
の
む
つ
び
さ
こ
そ
わ
り
な
く
」

　
　
　
と
あ
る
。

注
8
　
中
村
元
監
修
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
（
東
京
書
籍
）
、
『
新
・
佛
教
辞
典
』
（
誠
心
書
房
）
、
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
（
岩
波
書
店
）
な
ど
。

注
9
　
天
正
本
テ
ク
ス
ト
は
長
谷
川
端
氏
校
注
『
太
平
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
［
小
学
館
］
に
よ
る
。

注
1
0
　
『
三
国
伝
記
』
と
『
太
平
記
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
簗
瀬
一
雄
氏
「
『
三
国
伝
記
』
伝
記
出
典
考
ー
太
平
記
と
関
係
あ
る
説
話
に
つ

　
　
い
て
」
（
『
説
話
文
学
研
究
』
昭
和
四
九
年
発
行
［
三
弥
井
書
店
］
所
収
）
な
ど
。
ま
た
、
『
太
平
記
』
諸
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
　
黒
田
彰
氏
「
太
平
記
か
ら
三
国
伝
記
へ
ー
朴
翁
天
竺
震
旦
物
語
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
九
一
年
六
月
）
、
小
秋
本
段
氏

　
　
　
「
『
太
平
記
』
と
『
三
国
伝
記
』
と
の
間
に
介
在
す
る
一
、
二
の
問
題
」
（
『
実
践
国
文
学
』
一
九
九
五
年
三
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。
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（
博
士
後
期
課
程
三
年
）


